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令和７年 第３回 定 例・臨 時 委 員 会  議 事 録 

委   員   会   日  程 会     場 

開会日時 令和７年３月 17日 午前・後 １時 30分 佐渡島開発総合センター 

２階 第３会議室 

 
閉会日時 令和７年３月 17日 午前・後 ４時 46分 

延会日時 令和  年 月   日  午前・後   時  分 

出  席  者 欠  席  委  員 会 議 録 署 名 委 員 

教育長  香遠 正浩  瀧川 紀子 

１番委員 加藤 雄一郎  岩崎 奈美 

２番委員 瀧川 紀子   

３番委員 岩崎 奈美   

４番委員 後藤 まき子   

議 案 説 明 の た め 出 席 し た 職 員 

教育次長補佐 兼社会教育課長 

          市橋 秀紀 

教育次長補佐 兼教育総務課長 

          栁澤 正二 

 

教育総務課 

課長補佐      若林 昭宏 

総務係主任     小林 唯美                      

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課 

 課長         渡邉 一哉 

 管理主事       本間 智英 

  

世界遺産推進課 

 課長         正治 敏 

 文化財室長      藤井 隆博 

 文化財保護係長    坂下  肇 

埋蔵文化財係長    鹿取 渉 

 

社会教育課 

 佐渡学センター 

文化学芸係主任    川上 一貴 

 中央図書館 図書係長 伊藤 優美 

傍 聴 人 有・無  

報告の 

要旨 

 「議事の概要」のとおり 
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会 議 で 行 っ た 選 挙 の 結 果 

なし 

会 議 に 付 議 し た 事 件 の 題 目 

議案第８号   佐渡市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第９号   佐渡市行政機構の改革に伴う関係規程等の整理に関する規則の一部を改正する 

規則の制定について 

議案第 10号  佐渡市行政機構の改革に伴う関係規程等の整理に関する訓令の一部を改正する訓

令の制定について 

議案第 11号  佐渡市畑野鳥越文庫条例施行規則等を廃止する規則の制定について 

議案第 12号  佐渡市社会体育施設使用料減免要綱等を廃止する告示の制定について 

議案第 13号  佐渡市立学校管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 14号  佐渡市外国語指導助手就業規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 15号  佐渡市スポーツ国際交流員就業規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 16号  佐渡市文化財の指定解除について 

議案第 17号  佐渡市文化財の指定解除について 

議案第 18号  佐渡市文化財の指定について 

議案第 19号  学校歯科医の委嘱に係る専決処理について 

議案第 20号  学校歯科医の担当校変更に係る専決処理について 

議案第 21号  佐渡市教育委員会職員の人事異動について 

議案第 22号  教職員の人事異動内申に係る専決処理について 

報告事項    １ 学校情報について 

 ２ 佐渡市博物館協議会の進捗状況について 

 ３ 佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について 

        ４ 佐渡市立学校等遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金交付要綱の

一部改正について 

        ５ 学校再編統合協議会の進捗状況について 

        ６ 教育振興基本計画のパブリックコメントに対する佐渡市の考え方について 

        ７ その他 

次回会議開催日 

 

採決の結果及び可否の数を計算したときは、その数 

 なし 

請願、陳情 有・無  有の場合、別紙のとおり 

  その他必要と認めた事項 

 特になし 
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【議事の概要】 

 午後１時 30分開会 

香遠教育長 ただ今から、令和７年第３回佐渡市教育委員会定例会を開催します。 

はじめに、日程第１「議事録署名委員の指名について」ですが、本日の署 

名委員は、佐渡市教育委員会会議規則第 18条の規定により、瀧川委員と岩崎

委員の２名を指名いたしますので、よろしくお願いします。 

日程第２、議案第８号「佐渡市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す 

る規則の制定について」を議題とします。事務局の説明を求めます。栁澤教

育総務課長。 

栁澤教育総務

課長 

はい。議案第８号「佐渡市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規

則の制定について」です。佐渡市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る規則を別紙のとおり制定するということで、８ページ以降の新旧対照表で

説明いたします。 

12 月 10 日に開催された第 14 回佐渡市教育委員会臨時会でもお伝えしてお

りましたが、令和７年４月１日から文化・スポーツの職務権限が市長部局へ

移ることに伴い、現社会体育係、ジオパーク推進室、佐渡学センターの業務

を市長部局へ移すことと、部活動の地域展開に関する係を社会教育課に新設

し、スポーツ国際交流の事務を行います。 

また、令和７年４月、赤泊中学校と南佐渡中学校との統合により、赤泊中

学校が閉校し、併設されている赤泊学校給食センターの廃止のため関係例規

の改正を行うものとされています。先ほども説明しましたが、社会教育課に

部活動地域展開係を新設し、ジオパーク推進室及び佐渡学センターの組織を

規則から削るものです。 

８ページ下の職の欄に室長、次のページのセンター長につきまして、その

職がなくなったため削るものです。中段の表の旧にある赤泊学校給食センタ

ー、博物館、植物園が市長部局へ移るためこの規則から削るものです。 

10ページ以降ご覧いただきたいと思います。こちらは事務分掌になります。

社会教育課に新たに部活動地域展開係の事務分掌が加わり、社会体育、ジオ

パーク推進室、次のページの佐渡学センターの部分が市長部局に移るため、

これらの業務を削るものです。 

11 ページの旧の欄にあります教育事務所につきましては、市長部局に移る

スポーツの部分の職を削り、その他の関連業務の改正を行っているところで

す。 

本日お配りしているＡ４の横の「令和７年の行政組織について」という文

書をご覧ください。12 月に若干触れさせていただいておりますが、ホームペ

ージとか３月の広報誌等で、令和７年度から行政組織が変わることをお伝え

しているため、既にご覧になっているかもしれません。観光文化スポーツ部

に文化スポーツ課ができ、博物館も含め文化スポーツ関連を担当します。そ

の下に社会教育課にある部活動地域展開係が新設されるというものです。説

明は以上です。 
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香遠教育長 ただ今の説明に対して、質疑等ありますか。 

加藤委員 

加藤委員 はい。お願いします。11ページの下の方です。教育事務所のところで、（７）

のところの社会教育施設という表現、言葉がありますが、まず次のページ。

12 ページの（12）所管区域のスポーツ施設ということで、社会教育施設とス

ポーツ施設と、多分、使い分けていると思うので、この違いを教えていただ

きたいと思います。 

あともう一つ、今度、旧の方ですが、同じ教育事務所のところに 11ページ

の一番下（９）、社会体育に係るというところの社会体育というところもある。

12ページの新の部分の 10番。このスポーツに係る企画実施ということで、社

会体育がスポーツに変わっているので、これも何か意図があると思うのでそ

こを教えていただきたいと思います。 

香遠教育長 はい。 

市橋課長。 

市橋社会教育

課長 

地区教育事務所については、公民館とスポーツ施設の管理というところで、

社会教育施設の管理については、公民館関係の施設というふうに考えており

ますし、スポーツ施設については、社会体育施設については体育館とかそう

いった部分の管理ということで、２つの社会教育と社会スポーツという部分

があります。 

また、次の左の方のスポーツ振興に関すること。地域スポーツの振興、こ

れ言葉がすみません。スポーツ振興についてはソフト的な意味合いがありま

して、スポーツ振興とさせてもらってますし、社会体育施設については、体

育の施設のことを社会体育施設という形で言っているところです。すみませ

ん、私質問が追い付けてなくてあれなんですが。以上です。 

加藤委員 社会体育施設とスポーツ施設と使い分けている。違うものですか。 

香遠教育長 11ページの（７）の社会教育施設とは、主に公民館のことだと言いました。

（12）のスポーツ施設は、体育館、学校の体育館も含めたスポーツ施設。 

加藤委員 プールだとか、ヒルトップだとか、そういう感じですか。 

香遠教育長 テニスコートとか、はい。 

市橋社会教育

課長 
はい。そうです。 

香遠教育長 ２つ目の質問にはちょっと正対していなっかたですね。質問は、11 ページ

の旧の９番、社会体育とあります。次のページの新の 10番。 

加藤委員 10番ですね。 

香遠教育長 ここでは、社会体育と言わずにスポーツに係る。 

加藤委員 この（９）が新しい 10番に多分、この通り移行して、そういう意味合いな

んだろうなと思った時に、社会体育がスポーツに変わっているので。 

香遠教育長 つまり今後は、社会体育という言葉を使わなくなったのかという質問です

ね。 

市橋社会教育 そうですね。はい。分かりました。体育の部分については、今度、観光部
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課長 の社会体育係となります。社会教育課に残る公民館については競技用スポー

ツとか体育とかではないことから、そこの分け方で分けているのかなと。私、

今確認してきますが。 

加藤委員 昔、体育の日と言っていたのが、スポーツの日になりましたよね。そんな

イメージ。国民体育大会が国民スポーツ大会かなんかになった。そういうニ

ュアンスなのかな。 

香遠教育長 それとも教育委員会から外に出たら、もう社会体育、社会という言葉を使

わないようにするということなんでしょうかね。 

市橋社会教育

課長 
確認してきてもよろしいですか。お時間、頂戴いたします。 

香遠教育長 はい。暫時休憩します。 

再開します。 

市橋社会教育

課長 

今やはり確認しましたが、社会体育係と社会体育という言葉が今度なくな

る。市長部局へ行ってなくなるということで、そこで社会体育という言葉を

全部スポーツに変えて、そうなんですが、やはり行うものは地区教育事務所

で行うものですから、スポーツという言葉に変えてということで、社会体育

という言葉はなくしたということです。分かりにくくて申し訳ありません。 

香遠教育長 中身自体は変わらない。 

市橋社会教育

課長 
変わりません。はい。 

加藤委員 その新の（10）のスポーツに係る企画及び実施に関することということは、

これだけ読むとスポーツが移行したんだけど、それについても教育事務所で

やっているといったイメージがなきにしもあらずなんですが、かなりの部分

は移行されるわけでしょう。 

市橋社会教育

課長 

公民館主催の公民館長杯といった地域のレクリエーション的スポーツは、

公民館の事業としては残ります。それ以外の地区教育事務所で行っていた社

会体育の部分は全て市長部局へ移管しますが、実施するのは今までどおり公

民館です。社会体育という言葉をスポーツという言葉に変えているというこ

とです。 

加藤委員 はい。分かりました。ありがとうございました。 

香遠教育長 他に質問はありますか。 

委員全員 質問なし 

香遠教育長 他にはなしと認めます。採決いたします。本案は原案どおり決することに

ご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし 

香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第８号「佐渡市教育委員会事務局組織

規則の一部を改正する規則の制定について」は、原案どおり可決されました。 

次に、日程第３、議案第９号「佐渡市行政機構の改革に伴う関係規程等の

整理に関する規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。

事務局の説明を求めます。 



 - 7 - 

栁澤教育総務課長 

栁澤教育総務

課長 

【説明要旨】 

佐渡市行政機構の改革に伴う関係規程等の整理に関する規則の一部を改正

する規則を別紙のとおり制定するというものです。これは、令和７年４月 1

日から文化スポーツの権限が市長部局に移管されることに伴い、佐渡市教育

委員会教育長に対する事務委任規則、佐渡市教育委員会の権限に属する事務

の補助執行に関する規則、佐渡市教育委員会規則で定める申請書等の押印の

特例に関する規則、この３本の規則を一括で改正するものです。 

この規則につきましては、令和７年４月１日から施行するものです。新旧

対照表の 17ページをご覧いただきたいと思います。新のところで第１条、６

号のところでスポーツ推進委員を削っております。次に旧のところですが、

11号、12号、13号につきまして、文化財の指定又は解除。文化財の保持団体

の認定又は認定の解除。13 号の保存技術の選定並びに選定の解除というとこ

ろで、スポーツ文化に関する事務委任部分を削ったものです。 

続いて 18ページです。補助執行に関する規則の一部の改正で、こちらにつ

きましては、文化財の保護に関することを補助執行していましたが、権限が

市長部局へ移ることによって、この項目を削るものです。第３条のところで、

事務の決裁というところですが、この移行に合わせまして事務決裁規定の一

部を直したものです。 

続いて 19ページです。こちら押印の特例に関する規則の改正ですが、こち

らにつきましては、市長部局へ移管される金井西部コミセンの申請と奉行所、

博物館、歴史民俗資料館の申請等の書式の押印廃止の部分について権限が市

長部局に移ることによって、この項目を削除したものです。説明は以上とな

ります。 

香遠教育長 ただ今の説明に対して、質疑等はありますか。 

私からお願いします。本日、この後も世界遺産推進課の職員が来て、説明

をしてくださいますが、これまでも必要に応じて、文化財に関して説明に来

られましたが、今ほどの説明の中にある削除されるというのに該当するので

すが、今後はこういった説明に来ないということなんですか。 

栁澤課長 

栁澤教育総務

課長 

はい。来ませんが、教育長が審議会委員になっているので、その辺で情報

は入るとは思いますが、必要に応じて、来て説明してほしいと、ただ説明に

は来ませんが、市長がおっしゃってたように月１回、スポーツ、文化スポー

ツ。スポーツだけなのかはっきりしませんが、その点でこういうことがあれ

ば報告という部分での場面はあってもいいかなとは思っております。 

香遠教育長 総合教育会議の時に市長が、移行後も当面の間、教育委員会の定例会で進

捗状況を説明するようにするということを話していましたね。ですので、移

行後もしばらくの間、こちらの定例会で報告をしていただきたいと思います

が、皆様いかがでしょうか。 

加藤委員 
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加藤委員 私も同感です。今までしていた仕事がなくなったので、規則がそこから削

除される。当然だと思います。なくなったので。なくなった先が、どうやっ

て動いているのかというのが、多分、新しくすれば市長部局のどこかの担当

のところに入っているとは思いますが、ただその動き始めて、どんなふうに

なっているかというのは、月１回なり、２か月か分かりませんが、報告の中

で私たちも確認しながら、お互いが以前やっていた人達と、今新しくやる人

達と情報共有できるからいいかな。全員が参加する必要はないですが、そう

いう場がやはり必要ではないかと思います。 

香遠教育長 瀧川委員 

瀧川委員 はい。私も、この８号の説明の時の行政組織についてこの表をもらった時

に、新しく文化スポーツ課というところで、今まで社会教育課でしていたと

ころを文化スポーツ課で、観光、文化、スポーツの中から３つに分かれての

１つになっていると思います。ここがやはり、博物館関係だったり、ジオパ

ークだったりとか、今まで社会教育課で、学校の教育のところで、いろいろ

連携していた部分が、残すべきものは残しているか、ちゃんとお話いただい

ていますので、どういうふうにそれが繋がっているのかを、すり合わせが必

要だと思います。月に１回か、２か月に１回か分からないですが、定期的に

ある程度、報告はいただきたいと思います。 

香遠教育長 その他、いかがでしょうか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 他に質疑はなしと認めます。今ほどの要望、私からの要望ということを加

味しまして、本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし 

香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第９号「佐渡市行政機構の改革に伴う

関係規程等の整理に関する規則の一部を改正する規則の制定について」は、

原案どおり可決されました。 

次に、日程第４、議案第 10号「佐渡市行政機構の改革に伴う関係規程等の

整理に関する訓令の一部を改正する訓令の制定について」を議題とします。

事務局の説明を求めます。 

栁澤教育総務課長 

栁澤教育総務

課長 

はい。議案第 10号「佐渡市行政機構の改革に伴う関係規程等の整理に関す

る訓令の一部を改正する訓令の制定について」です。こちらにつきましては、

関係規程の整理に関する訓令の一部を改正する訓令を別紙のとおり制定する

ものです。この訓令は令和７年４月 1日から施行するものです。 

議案第 10号の部分では佐渡市教育委員の事務決裁規程と佐渡市教育委員公

印規程の２本の改正です。 

それでは、新旧対照表で説明いたします。26 ページをご覧ください。まず

初めに事務決裁規程の一部改正です。こちらも繰り返しになりますが、文化

スポーツが移行することによって、その関係する室長、センター長という部

分の職がなくなるため削るものです。併せて事務決裁規程の文化スポーツに
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関するところの決裁責任者がいなくなることで、その項目を削ったものです。 

次の 30ページご覧いただきたいと思います。公印規程の一部改正です。こ

ちらにつきましては、文化の部分が市長部局の権限になることによりまして、

世界遺産推進課長の欄を削るものです。簡単ですが、説明は以上となります。 

香遠教育長 ただ今の説明に対して、質疑等はありますか。 

加藤委員 

加藤委員 はい。この場で質問すると、まだ早いのかもしれないですが、26 ページか

らの決裁責任者のところに、教育次長さんが入っていて、教育次長さんはそ

のまま、そのままというか役の人は来るのでしょうか。 

香遠教育長 栁澤教育総務課長 

栁澤教育総務

課長 

その関係につきましては、議案第 21号のところで、ご説明をさせていただ

きたいと思います。 

加藤委員 はい。 

香遠教育長 その他、質問等ありますか。他には質疑なしと認めます。採決いたします。

本案は原案どおり決することにご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし 

香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 10号「佐渡市行政機構の改革に伴う

関係規程等の整理に関する訓令の一部を改正する訓令の制定について」は、

原案どおり可決されました。 

次に、日程第５、議案第 11号「佐渡市畑野鳥越文庫条例施行規則等を廃止

する規則の制定について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

栁澤教育総務課長 

栁澤教育総務

課長 

はい。議案第 11 号、「佐渡市畑野鳥越文庫条例施行規則等を廃止する規則

の制定について」です。佐渡市畑野鳥越文庫条例施行規則等を廃止する規則

を別紙のとおり制定するものです。 

規則の廃止につきましては、佐渡市畑野鳥越文庫条例施行規則から 14番目

の佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、この 14本の規則を一括

で廃止するものです。理由につきましては、先ほどの繰り返しになりますが、

文化スポーツの権限が市長部局に行ったことに伴い関係規則を廃止するもの

です。廃止した規則につきましては、市長部局の方で新たに規則を新規で設

定し、条例の施行規則を新たに施行されるようになります。説明は以上とな

ります。 

香遠教育長 この 33ページ以降については、説明しないのですね。 

栁澤教育総務

課長 
33ページ以降の説明は、本説明をもって代えさせていただきます。 

香遠教育長 全部で 14の規則の廃止についての説明がありましたが、質疑等ありますか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 はい。質疑なしと認めます。採決いたします。本案は原案どおり決するこ

とにご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし 
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香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 11号「佐渡市畑野鳥越文庫条例施行

規則等を廃止する規則の制定について」は、原案どおり可決されました。 

次に、日程第６、議案第 12号「佐渡市社会体育施設使用料減免要綱等を廃

止する告示の制定について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

栁澤教育総務課長 

栁澤教育総務

課長 

はい。議案第 12号「佐渡市社会体育施設使用料減免要綱等を廃止する告示

の制定について」です。36ページから 37ページの佐渡市社会体育施設使用料

減免要綱等を廃止する告示を別紙のとおり制定するというところです。この

告示につきましては、令和７年４月１日から施行するものです。第１条から

第 11条まであります。第１条の佐渡市社会体育施設使用料減免要綱から最後

の佐渡市博物館マスコットキャラクターイラスト利用取扱要綱までの 11の規

則を令和７年４月１日で廃止するものです。これも市長部局に文化スポーツ

の権限が移管されることに伴い、教育委員会告示を廃止し、新たな要綱につ

きましては、市長部局の方で制定されるものです。説明は以上となります。 

香遠教育長 質疑等はありますか。 

香遠教育長 加藤委員 

加藤委員 はい。今ほどのいろいろな要綱等の等のところにいっぱい入っているとい

うのは、先ほどの鳥越もそうですが、規則、施行規則等のところに何種類も

入っていて、それが市長部局に移行されるので、そちらの方に今度、新たに、

新しく係がいて、規則がちゃんとあり、それに従うということだと思います

が、新しい組織になって、たくさんある、しかもいろいろな種類のものがあ

るので、それぞれどこへ行くのか、おそらく、整理も今していると思うので、

上手くいくようによろしくお願いしたいと思います。 

香遠教育長 他に質疑等はありますか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 他にはなしと認めます。採決いたします。本案は原案どおり決することに

ご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし 

香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 12号「佐渡市社会体育施設使用料減

免要綱等を廃止する告示の制定について」は、原案どおり可決されました。 

次に、日程第７、議案第 13号「佐渡市立学校管理運営に関する規則の一部

を改正する規則の制定について」を議題とします。事務局の説明を求めます。   

栁澤教育総務課長。 

栁澤教育総務

課長 

はい。議案第 13号「佐渡市立学校管理運営に関する規則の一部を改正する

規則の制定について」です。佐渡市立学校管理運営に関する規則の一部を改

正する規則を別紙のとおり制定するものです。39 ページをご覧ください。こ

ちらにつきましては、相川地区の小学校３校と新穂地区の小学校２校を、令

和８年４月１日から各１校に統合するにあたり学校設置条例を一部改正した

ことに伴い規則を改正するものです。 

最初ですが、相川、七浦、金泉を相川小学校それぞれの学校を一つにまと
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めたものです。次に新穂小学校、行谷小学校の学区につきまして、新穂小学

校の合併前の新穂村全域に改めるものです。この規則につきましては、令和

８年４月１日から施行するものです。説明は以上です。 

香遠教育長 ただ今の説明に対して、質疑等はありますか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 質疑なしと認めます。採決します。本案は原案どおり決することにご異議

ありませんか。 

委員全員 異議なし 

香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 13号「佐渡市立学校管理運営に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について」は、原案どおり可決されまし

た。 

次に、日程第８、議案第 14号「佐渡市外国語指導助手就業規則の一部を改

正する規則の制定について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

渡邉学校教育課長 

渡邉学校教育

課長 

はい。お手元の資料 41 ページ目から 45 ページ目がこちらの該当する部分

です。外国語指導助手、いわゆるＡＬＴの処遇に関してですが、国の方から

年間報酬額の見直しの指示がありました。 

ＡＬＴについては５年間、自治体の方で活動できるのですが、報酬等が定

められております。国から提示した額をお支払いするという形になっていま

す。43ページの新旧対照表を見ていただくと一番分かりやすいかと思います。

こちらの方に改めたものが書いてあります。 

１年目というものについては、これまで月額 28万円の支給というものでし

た。こちらは国の方で、民間の平均給与、そして地方公務員の給与を勘案し

たところ、もう少し上げるべきだということがありまして 28万円が、こちら

に書いてあります 33万 5,000円になるというところです。 

これが５年目になりますと、33万円から 36万円まで上がるというところで

す。こちらＡＬＴについては、月額給与しか支給されておりません。いわゆ

るボーナスというものがありませんので、こちらの方で年間約 402 万円お支

払いして、佐渡市で活動いただいてるという状況になっています。 

こちらに関しては、佐渡市の方にはＡＬＴ、社会教育課の方にはこの後出

ますが、スポーツ国際交流員ＳＥＡ、それと民間の市長部局の方でですが、

国際交流員ＣＩＲというのがあります。これが全て同じような指示がきてお

りまして、この後、そちらの方も揃えるというような内容になっております。 

また、一部福利厚生の部分で、今のＡＬＴで配偶者とかお子さんがいらっ

しゃる方はいないのですが、福利厚生の向上というところで、子の保育時間

の休暇を、１日 60 分、30 分から 60 分まで増やす。短期介護休暇を年間５日

から７日まで増やすというようなルール。それと子の看護休暇もですが５日

を７日に増やすと。こういった形の福利厚生の面での完全にもう変えてると

いうところです。 

また、骨髄移植という部分も特別休暇として認められているのですが、こ
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れの方については 44ページの方に書いてあります（17）のところで、参加者

がというような書き方をしており、具体的な部分が曖昧だというところです。

誰が参加するのかが分からないので、外国語指導助手が骨髄移植のためにと

いうような形に改めるという内容になっているところです。以上が今回の内

容です。よろしくお願いいたします。 

香遠教育長 ただ今の説明に対して、質疑等はありますか。 

岩崎委員 

岩崎委員 はい。すみません。ALTの方々は外国から来られているので、例えば住まい

とか住居手当とか、あと交通費などはなしですか。それともありですか。 

香遠教育長 渡邉課長 

渡邉学校教育

課長 

はい。基本的には個人で民間不動産を借上げし、入居いただくというのが

ルールになっています。このいただく給与の中で全部やってくださいという

のがルールになってます。 

ただ、佐渡市にあります教員住宅に入居するということも状況によっては

あるのですが、そこについては市の職員と同様に上限２万 7,000 円の住居手

当を支給しているところですし、通勤にかかるところもキロ 25円というよう

な形で市の職員に準じたような形での支給をしています。 

岩崎委員 はい。ありがとうございます。 

香遠教育長 後藤委員 

後藤委員 教えてください。ＳＥＡの方も５年間、勤めることができますか。以前、

伺ったかもしれないですが。 

渡邉学校教育

課長 

国のＪＥＴプログラムというプログラムにのって、日本に、全国的に来て

るのですが、一応５年というルールであるというのは聞いています。 

後藤委員 はい。ありがとうございます。 

香遠教育長 他にありますか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 では、質疑なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決することに

ご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし 

香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 14号「佐渡市外国語指導助手就業規

則の一部を改正する規則の制定について」は、原案どおり可決されました。 

次に、日程第９、議案第 15号「佐渡市スポーツ国際交流員就業規則の一部

を改正する規則の制定について」を議題とします。事務局の説明を求めます。  

市橋社会教育課長 

市橋社会教育

課長 

はい。「佐渡市スポーツ国際交流員就業規則の一部を改正する規則の制定に

ついて」ということで、社会教育課におりますＳＥＡの関係になります。中

身については、今、学校教育課長が説明していただいたとおり、同じ形で給

料とか、福利厚生的なものが変わってくるというところです。説明は以上で

す。 

香遠教育長 内容は全く同じということですね。 
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市橋社会教育

課長 
同じです。 

香遠教育長 はい。質疑等はありますか。 

岩崎委員 

岩崎委員 すみません。例えばですが、学校以外の土日などに、部活動やクラブ活動

の指導で個人的に出向くという場合は、さきほど言われた交通手当などは出

るのでしょうか。 

香遠教育長 市橋課長 

市橋社会教育

課長 

はい。あの公の我々の事業として動くのであれば手当は出ますが、個人的

にたくさん、いろいろと動いていますので、その分については個人的な活動

として考えています。 

岩崎委員 はい。 

香遠教育長 他にありますか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 他にはなしと認めます。採決いたします。本案は原案どおり決することに

ご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし 

香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 15号「佐渡市スポーツ国際交流員就

業規則の一部を改正する規則の制定について」は、原案どおり可決されまし

た。 

次に、日程第 10、議案第 16号「佐渡市文化財の指定解除」から日程第 16、

議案第 22 号及び、日程第 17、報告事項の１から２までは、「人事及び個人情

報に関する内容、並びに公表前の内容が含まれていること」から、佐渡市教

育委員会会議規則第７条の規定により秘密会としたいので、これに賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

委員全員 全員挙手 

香遠教育長 全員一致であります。よって、「議案第 16号」から「議案第 22号」まで、

及び「報告事項の１から２」までを、秘密会とすることといたします。 

 【秘密会】 

・ 議案第 16号「佐渡市文化財の指定解除について」 

正治世界遺産推進課長が説明し、原案どおり可決された。 

・ 議案第 17号「佐渡市文化財の指定解除について」 

正治世界遺産推進課長が説明し、原案どおり可決された。 

・ 議案第 18号「佐渡市文化財の指定について」 

正治世界遺産推進課長が説明し、原案どおり可決された。 

・ 議案第 19号「学校歯科医の委嘱に係る専決処理について」 

渡邉学校教育課長が説明し、原案どおり承認された。 

・ 議案第 20号「学校歯科医の担当校変更に係る専決処理について」 

渡邉学校教育課長が説明し、原案どおり承認された。 

・ 議案第 21号「佐渡市教育委員会職員の人事異動について」 
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栁澤教育総務課長が説明し、原案どおり可決された。 

・ 議案第 22号「教職員の人事異動内申に係る専決処理について」 

本間管理主事が説明し、原案どおり承認された。 

・ 報告事項１「学校情報について」 

本間管理主事が説明する。 

・ 報告事項２「佐渡市博物館協議会の進捗状況について」 

市橋社会教育課長及び川上文化学芸係主任が説明する。 

香遠教育長 報告事項３「佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

ついて」事務局の説明を求めます。 

伊藤係長 

伊藤中央図書

館図書係長 

はい。佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得について、今回

2,000 万円以上の備品の取得がありましたので議会の方に上程させていただ

きました。それについて報告いたします。 

内容といたしましては、この度、令和７年度中に佐和田図書館がリニュー

アルオープンいたします。それに関連する本棚ですとか、学習机、そういっ

たテーブル類の購入について指名競争入札を行いました。 

令和７年２月 20日に指名競争入札を行いましたところ落札者が決まりまし

たので、そちらを報告いたします。落札者、契約の相手方につきましては、

有限会社中川商会です。そして契約の金額が 47,916,000円です。 

今回の２月定例会に３月 10日付で議案として上程いたしました。 

以上、報告いたします。 

香遠教育長 ただ今の説明に対して、質疑等はありますか。 

市橋課長 

市橋社会教育

課長 

はい。今回の備品については、新年度も備品の購入がありますが、今回の

備品に関しては、工事にかかる据付けのテーブルとか、書籍と本棚とか工期

に時間のかかるものを、今回入札にかけさせていただきました。 

令和７年度予算では、作ってすぐ置けるものというところで、実はそれに

ついては佐渡の木を使いたいということで、佐渡の木の材料費については、

環境贈与税という農林水産課の国の交付金、贈与税、お金がくるので、それ

で材料を買って、そして東京・・・ 

伊藤中央図書

館図書係長 
芝浦工業大学 

市橋社会教育

課長 

芝浦工大。ごめんなさい。佐渡市が今、芝浦工大と連携していて、今、相

川のセンターあたりも芝浦工大さんが、本を読む場所みたいなのを作ってい

ただいているのですが、芝浦の方にその椅子等を作っていただく。向こうで

もセットして佐渡で組み立てるという形で作っていきたいということもあり

ますし、佐渡の企業でも椅子が作れるとこがありますので、そちらの方と連

携しながら作るということで、この工場製品があったりとか、プラス現場で

据付ける工事に関係するっていうものをここに載させていただきました。以

上です。 



 - 15 - 

香遠教育長 いかがでしょうか。 

瀧川委員 

瀧川委員 はい。入札が決定して、今度いよいよ進むという形で、特に子育て世代は、

雨が降っていると行くところもなかなかないですし、あと佐高生は、学習す

る場所や待ち合わせ場所が、本当になくて、完成を楽しみに待っています。

これで一歩進むんだということでありがたいと思います。このいろいろな備

品、用具の購入を見ると、建物の中はありますが、前に岩崎委員も言われて

ましたが、外からのアピールではないですが、看板みたいな、ここに子育て

ルームや図書館があることが、どうしても外から見て伝わらないと思うんで

すね。行政サービスセンターのイメージが大きすぎて、だからそういった提

示できるものを後付けですが必要なのかなと思います。よろしくお願いしま

す。 

市橋社会教育

課長 
ありがとうございます。 

伊藤中央図書

館図書係長 

ありがとうございます。はい。外から分かるようにというところで、また

そちらも、関係部署とも相談しながら進めていきたいと、検討していきたい

と思います。 

香遠教育長 他、いかがでしょうか。 

加藤委員 

加藤委員 前にも聞いたかもしれませんが。いつ開館予定ですか。 

伊藤中央図書

館図書係長 

はい。開館の予定ですが、令和８年の１月から３月にかけて開館の予定で

おります。 

加藤委員 楽しみですね。 

市橋社会教育

課長 

どちらかというと、引っ越しの関係もあって３月末頃になるのではないか

と思います。 

伊藤中央図書

館図書係長 
そうですね。はい。 

市橋社会教育

課長 
年明けすぐは無理ではないかと思います。 

伊藤中央図書

館図書係長 

工事自体は、令和７年の 12月の完成を予定しております。それから引っ越

しにおそらく 1か月程度はかかるのではないかと思います。 

今のところ、そのような算段でおります。 

香遠教育長 他にありますか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 他には質疑はなしと認めます。これで図書館終わります。伊藤係長ありが

とうございました。 

香遠教育長 次に、報告事項４「佐渡市立学校等遠距離通学児童生徒通学支援及び通学

費補助金交付要綱の一部改正について」事務局の説明を求めます。栁澤課長。 

栁澤教育総務

課長 

はい。それでは「佐渡市立学校等遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費

補助金交付要綱の一部改正」です。資料８から 13ページにかけてです。 
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栁澤教育総務

課長 

この補助金交付改正につきましては、現在バスで通学している児童生徒の

居住地から最寄りのバス停まで、片道が 1.5 キロメートル以上離れている児

童生徒には、片道月 500 円を補助金として交付していますが、スクールバス

利用の児童生徒にはこの規定がありませんでした。この法律の観点からも基

準を統一させていただきたいというものです。 

資料の 11ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。ここで第４

条、２項で片道の距離が 1.5 キロメートル以上の児童等の保護者に対し、別

表に定めるところにより補助金を交付するというところで、12 ページの３の

ところで、スクールバスに乗車している場合であって、児童等の居住地から

最寄りのスクールバス乗車場所までの距離が 1.5 ㎞以上ある場合、月 500 円

というところでの補助金交付要綱を追加するものです。説明については以上

です。 

香遠教育長 

 

ただ今の説明に対して、質疑等ありますか。この改正によって該当する家

庭はどれぐらいありますか。 

柳澤課長 

栁澤教育総務

課長 
詳細があれですが。 

香遠教育長 いや、詳細はいいです。 

栁澤教育総務

課長 

10 世帯もなかったかと思います。通常スクールバスなので、近場まで行く

ところが大半かと思いますが、道路の狭さだったり、地理的要件でそこまで

行けないところもあるものですから、そういうご家庭に対しての公平性を欠

くというところで今回、改正するものです。 

香遠教育長 他に質疑等はありますか。 

岩崎委員 

岩崎委員 今のこの説明書きっていうか、スクールバスに乗車してて、自宅からの乗

車場所までのということですよね。そこは路線バスが走っても、走っていな

くてもということですよね。 

栁澤教育総務

課長 
そうです。 

岩崎委員 なるほど。 

栁澤教育総務

課長 

スクールバスを利用してるお子さんの家から、最寄りと言いますか、スク

ールバスを乗り降りする場所まで 1.5km 以上離れてるご家庭に対して、今回

補助金を新たに交付するというものです。 

岩崎委員 はい。ありがとうございます。 

香遠教育長 他にはいかがですか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 他にはなしと認めます。では、次進みます。 

報告事項５「学校再編統合協議会の進捗状況について」事務局の説明を求

めます。 

栁澤課長 
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栁澤教育総務

課長 

はい。「学校再編統合協議会の状況」です。 

まず初めに、相川小、七浦小、金泉小学校の状況報告です。 

校歌、校章の選定状況ですが、選考委員会を設置して、今現在、選考中で

す。 

その他、令和７年度交流計画等ですが、児童につきましては、各学期１回

程度、相川小学校において学年別交流会を行う予定となっています。また、

体操着のデザインにつきましては決定済みということで、配色について児童

の投票で決定する方針ということになっています。ＰＴＡにつきましては、

新しい規約を準備会で確認済みで、来年度初めのＰＴＡ総会で承認予定とな

っております。 

次、新穂小学校、行谷小学校の状況ですが、こちらも校歌・校章について

は選定委員会を設置して、今現在、選考中です。 

令和７年度の交流計画等ですが、児童については、来年度学年別合同遠足

の実施を計画しているところです。ＰＴＡにつきましては、新しい規約を各

校ＰＴＡ総会で確認と。来年度の学年ＰＴＡ行事については合同で開催する

こととなっているようです。 

次、河崎小学校と両津小学校です。各校の再編統合協議会を２回ずつ開催

しています。各協議会とも保護者アンケートを実施し、その結果を基に協議

を行っています。各協議会においても統合自体には賛成ですが、統合によっ

て学校が地域からなくなった際に地域活力がなくなることに対する不安につ

いての意見が多かったようです。 

また、河崎、両津においても意見として、今回２校の統合を行ったとして

も今後児童数の減少があるのではないか。令和 13年度以降、複式学級の可能

性もある。今後また再度の統合が必要になるという部分も予想されるところ

がありまして、統合してまた、さらに統合というところになりますと児童の

環境変化の精神的ストレスも大きいことも予想されるというような意見もあ

りました。 

そこで、両津地区の両津、河崎、加茂、両津吉井の４校による統合とする方

向で、教育委員会に今現在の再編統合計画の計画変更について要望するとい

うのもあるのではないかというような意見が今現在でております。 

最後、河原田小学校と八幡小学校です。河原田小学校につきましては１回、

八幡小学校協議会につきましては３回開催しています。 

河原田小学校につきましては、統合には賛成です。子どものことを第一に

考えて、話しを進めていきたいというところです。河原田小学校はやはり受

け入れ側というような意識があるので、一緒に統合を進めませんかというよ

うなスタンスのように感じました。 

八幡小学校の再編統合協議会ですが、保護者世代を中心に統合に賛成また

は理解をしていただいておりますが、やはり八幡につきましては地域と一体

で特色ある取組を進めていることから、取組が薄れるのではないかというふ

うに不安を感じている保護者の方もいらっしゃいました。 
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また、河原田小学校は海に近いため津波発生時の危険性について懸念をい

だいている保護者がいました。 

また、その保護者の要望によりまして、統合計画の内容やスケジュール等

についてやはり知らないというような保護者も未だにいるというようなとこ

ろから、今月の 20 日と 29 日にそれぞれ再度、保護者説明会をする予定とな

っています。中間状況報告については以上です。 

香遠教育長 ただ今の説明に対して、質疑等はありますか。 

加藤委員 

加藤委員 学校統合も、なかなか大変な作業だと思います。先ほど、両津地区の河崎

小、両津小でその後のことも考えて、加茂小、両津吉井小という意見もでて

いると。それと同じように佐和田地区の河原田小と八幡小で今、協議会組ん

でいますが、この間、二宮小の話もあって、お互い来るのだったらいいけど

一緒になるんだったらなかなかっていうのもあるというのもあるんで、その

辺もどんなものかな。私からこれをこうしなさい、こうした方がいいよとい

う意見はないですが、その河原田小、八幡小で河原田小学校再編統合協議会

として動いてるが、二宮小も入った方がいいのではないかみたいなのは特に

はない。 

香遠教育長 柳澤課長 

栁澤教育総務

課長 

二宮小が入った方が良いのではないかと言うより、八幡が元々佐和田は１

校でいいのではないかみたいな。昔から我々はそういう主張をしているとう

いうようなところがやはりあります。 

先ほども説明しましたが、河原田だと津波が起きた時に心配だ。であるな

らば学区は決められていますが、特例ではないですが、例えば、八幡、河原

田統合が決まっても、私たちは二宮に行きたいという、もし意見があれば、

それを認めてもらえるようなことはできないかというような意見もありまし

た。 

今現在、学区制を引いている以上それは難しいという。それを今後、実際、

河原田、八幡が統合となった時にそういう特例的なものも認めていく、いか

ないというのは、また教育委員会事務局で案を揉んでから教育委員会に図ら

なければいけないのかなと考えております。 

私も今の計画のスタイルが新しい校舎を建てないというところからでやっ

ていますので、新しい校舎を建ててみんな来てくださいと、ひょっとしたら

賛成。じゃあ、そこにというのも、ひょっとしたらあるのかもしれませんが、

そうは言ってもやはり、それぞれの学校の思いもあるので、なかなか難しい

部分もあるのかなと考えています。 

香遠教育長 いいですか。 

加藤委員 はい。 

香遠教育長 岩崎委員 

岩崎委員 すみません。あの今、栁澤課長の説明にもありましたが、私も、河原田小

学校がやはり津波の時どうするのかなというのが、同じようなことを思って
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まして、例えば、津波が発生した時に河原田小学校ってどういった避難を取

られるのですか。 

香遠教育長 柳澤課長 

栁澤教育総務

課長 

はい。津波のハザードマップ上は、机上ですが、河原田小学校まで津波は

来ないと考えられています。 

岩崎委員 来ないですかね。 

栁澤教育総務

課長 

来ないというような高さになっていますので、時間がなければ垂直避難が

基本になってくるのかなと思います。あと確か、河原田小学校、時間があれ

ば佐高まで逃げるというような。確かそうだったと思いますが。いずれにし

ても高台、高い所にというのが基本になると思いますので、おそらく佐高に

行く時間的余裕がなければ、垂直避難になると思われます。 

あの津波の想定がそこまで行ってないです。想定外というところもありま

すが、必ずしも垂直避難すれば安全という所は我々からは、必ず安全という

ことは言えませんが。津波の想定はそこまで来ないというところに今なって

います。 

岩崎委員 津波が来ないという想定だとは思いますが、実際、東日本大震災でも、小

学生がそれで被害を受けて、もうほぼ、その小学校、ほとんどの子どもが亡

くなったということもあるので、そこはちゃんと専門家の方にも、もし、統

合っていうことでという話しでしたら、それもやはり、一部の意見かもしれ

ないですが、慎重に考えた方がいいかなというふうに思います。 

栁澤教育総務

課長 
ありがとうございます。 

香遠教育長 瀧川委員 

瀧川委員 私もこのやはり垂直避難、よく聞いているんですよ。佐和田は特に行政サ

ービスセンターも小学校も同じような状態であるので、意識的には行政サー

ビスの方が高く感じるのですが、ほぼ立ち位置一緒で、佐高まで上がる時間

がない場合、結局みんなが車で行くから、アミューズメントの時も、とにか

く車で渋滞になってしまうので、車での移動を考えると、どこに避難するの

かというのを佐高に行ける余裕があったらそう。そうじゃない限りはどっち

が高いか。真野でいったら小学校より中学校の方が高いから中学校というふ

うに。統合されるのであればそういった防災面も本当、消防士の方や防災士

の方に説明してもらうとか、この不安を解決しないと今ある建物でやると言

った時には、その辺も明確にした方がいいと思って聞いております。 

栁澤教育総務

課長 

それぞれ学校ごとに避難、こういう場合はこう逃げるという計画というの

ですか、立てていますので、それに基づいてということにはなろうかと思い

ますが、そうは言っても津波とかで垂直避難となってたとしてもそれで本当

に大丈夫なのという部分は、我々だと大丈夫ですというような。 

瀧川委員 変な話、行政サービスセンターの建物の基準として小学校よりも強いのか、

その辺あまり立ち位置的にそう変わらない所にあるので時間がある時、時間

がない時の避難の仕方というのは、やはり明確にした方がいいかと思って聞
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きました。 

後藤委員 はい。いいですか。 

香遠教育長 後藤委員 

後藤委員 ハザードマップは専門的な方の意見を取り入れて作ったものではないので

しょうか。 

栁澤教育総務

課長 

はい。あの県の津波の想定の最新データに基づいて改正されているはずな

ので。 

後藤委員 私も河原田地区で勤務していた時に、そんなに高い津波は来ないだろうと

聞いていたものですから、それを信じて津波の時の避難として小学校屋上へ

の垂直避難もあるのかなと考えていました。ハザードマップは、専門家の方

が作成したものと思っていましたのでそれを参考にさせていただいていまし

た。 

栁澤教育総務

課長 

我々としても今現在、頼れるハザードマップの津波想定が基本になってく

るのかなと思うので、繰り返しになりますが、そこまで高い津波は来ないと

いうところになっているとしか、現時点では申し上げられません。 

香遠教育長 はい。加藤委員 

加藤委員 余談というか、個人的な意見です。ハザードマップはもちろん専門家が作

っていますが、震源はどこでこれカウントしてるのかなって、いつもあれ見

ると思っていて。 

瀧川委員 まあ、そうですよね。 

加藤委員 県北と山形の境で地震が起きれば、津波が起きた場合に両津湾はダーッと

来て大変なことになります。逆に富山とか能登半島の辺りからだとちょっと

真野湾も引っかかるかな。ちょっと危険になるかなという感じで。どこが震

源かによって全部津波の高さってみんな違うと思いますが、ああやってバシ

ッと出てて、統計で多分、可能性で多分きてるのかなって、素人ながら考え

ていますが、私はどう見たっておかしいよなって思っていますが、でも判断

材料の１つとしてハザードマップは、それなりの専門家のデータなのでとし

て見るしかないかな。はい。すみません。余談でした。 

香遠教育長 ありがとうございました。では、この辺にします。 

次に、報告事項６「教育振興基本計画のパブリックコメントに対する佐渡

市の考え方について」事務局の説明を求めます。栁澤課長。 

栁澤教育総務

課長 

はい。先月の基本計画について、今整理させていただいたところですが、

パブリックコメントが電子で来ていたのを見たつもりでしたが、見落としが

ありまして、今回２人の方から、意見番号４、５というところで意見がきて

いました。それに対して佐渡市の考え方を、今回右側に載せたものです。 

意見に対して計画を変えるというところはありませんが、こういう意見に

対して佐渡市の考え方というところで、また、ホームページ等々でお返しし

たいと考えています。詳細の説明は、若林の方からしますのでよろしくお願

いします。 

香遠教育長 若林課長補佐 
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若林教育総務

課長補佐 

はい。見落としており申し訳ありませんでした。 

意見番号４と５。お二人の方から、計 10のご意見がありました。 

４の方ですが、質問の中に学校現場ではという文言がちらほら見られます

ので、現職の先生の方かなというふうに推測するところです。 

１番、学力等に関する各種調査ですが、現場では調査に時間が取られて教

員の多忙化に繋がっていると。調査を減らす、もしくは、何の調査か、する

か、しないかの判断を現場の方に委ねてはいかがかということであります。 

回答としましては、各校での授業改善ですとか、佐渡市としての教育施策

の改善のために、それぞれの調査は重要であるというところ、教員の負担軽

減につながる方策については別途、検討していく必要があるというところで

回答をしたいと思います。 

２番です。ＩＣＴ、一人一台端末ですが、あの効果的、学校現場ではＩＣ

Ｔの使用が強要されているような印象を受けておると。また欧州ではＩＣＴ

環境が、学力低下を招いているとして、紙に回帰しているというような動き

もあるので、ＩＣＴがもたらす負の側面にも、もう少し目を向けたらいかが

かというところです。 

回答ですが、児童生徒が自らの学びを自己調整していくことが求められて

おりまして、ＩＣＴを活用することでより効果的な学習が行われるという回

答です。 

かいつまんでいきますと４番です。「キャリアパスポート」がほぼ形骸化し

ているのではないかというような意見もありました。キャリアパスポート、

児童生徒が自ら学びや経験を振り返って、将来に向けたキャリアですとか、

主体的に考えるための重要なツールとして導入されているものだということ

で、キャリアパスポートの活用が形骸化されないように、教職員を対象とし

た研修会の実施やキャリア教育事業の充実を図って参るというところの回答

です。 

その次ですが５番、ＡＬＴやＳＥＡの活用が国際理解教育の充実と考えて

いるのでしょうかというところ。ＡＬＴやＳＥＡのみだけでなく、ＳＤＧｓ

の視点をもったアクションまで試みる探究活動や世界の現状や自身とのつな

がりを知る学習等の充実をもっと本腰を入れていかねばならないのではない

かというところです。 

回答としましては、ＡＬＴやＳＥＡ、外国人の方との交流は、児童生徒が

異なる文化や価値観に直接触れる貴重な機会と考えおり、国際理解教育の充

実につながると思っております。 

ＳＤＧｓにつきましては、全ての施策に関係しておりまして、学校の教育

活動や指導内容にも深く関わっています。各教科、道徳、特別活動、総合的

な学習の時間の中でもＳＤＧｓの視点も取り入れながら、資質や能力を育成

していくことが大切だと回答したいと思います。 

７番、８番は評価のことです。 

 タブレットやＩＣＴ機器を「ほぼ毎日」ですとか「週３回以上」の回答の
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割合ということが、使うこと自体が目的化されているように危惧しておると

いうところです。 

その回答としましては、１人１台端末、個別最適な学びと協働的な学びを

一体的に充実させるツールの１つだというところで、児童生徒が自らの学び

を自己調整していけるようにするには、ある程度の活用頻度の高さが必要で

あると。児童生徒が日常的な学習用具として活用できているかを評価するこ

とが当該項目の指標として設定している理由ですと。 

では意見番号５番の方です。この方も教育現場にいらっしゃる方かと思わ

れますが、同じように１人１台端末の利点の最大限活用をしていくために、

特別教室のＷｉ－Ｆｉ設置ですとか、教職員への端末支給をお願いするとい

うところです。 

回答としましては、特別教室のＷｉ－Ｆｉ設置を順次、進めていくように

段取りといいますか、計画をしておるところです。教職員の端末についても、

全員に支給していけるように、入替えの際には行っていきたいというところ

です。 

２番です。安全かつ教育効果を高める施設や設備の整備のために県と連携

して予算確保をお願いしますというところで、これは最初の意見番号１と似

たような意見ですが、児童生徒が安全安心でかつ快適に学校生活が送れるよ

うに、関係機関と連携して学校環境整備に努めてまいりますと答えたいと思

います。以上です。 

香遠教育長 課長、何か補足することがありますか。 

渡邉学校教育

課長 

ご意見の中には、負担が増えるのではないかというようなものも結構あっ

たりしましたが、これは調査をするのが目的ではなくて、その調査の結果に

基づいて、次のアクションを起こすためにどうしてもやらなければいけない

ことだと思っています。 

そのために忙しくなる部分は、他の部分、デジタル化、パソコンをしたり、

押印廃止にするとか、そういう他の部分を減らしますので、その分、そうい

う必要な学力の状況を調べるというのは大事ですので、それをやって欲しい

という思いであります。 

１人 1 台端末を使わせることの数値をあげていきたいということではなく

て、それを活用していかなければ、子どもたちの学びは深まっていかないと

いう部分もあります。そういった部分で、ぜひ使うことによって、子ども達

が自分たちの意思で、それを使う、使わないの判断もしっかり教えていくと

いうことをしていかなければいけないというふうに思っていますので、入り

口から閉じてしまうようなご意見を少しいただいておるように感じたもので

すから、その部分では減らしていただきたいという回答になっているところ

です。 

香遠教育長 質疑等ありますか。 

加藤委員 

加藤委員 このパブリックコメントのご意見と、それから佐渡市の考えとして、対に
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なっていますが、これはどこかに公表されるのですか。 

香遠教育長 若林課長補佐 

若林教育総務

課長補佐 
はい。これは新たな計画と一緒にホームページに掲載しております。 

加藤委員 これがそのまま載るということですね。 

香遠教育長 関連して、この回答は期間としてはいつまでホームページに掲載されるの

ですか。 

若林教育総務

課長補佐 

明文化したものはないですが、来年度、７年度いっぱいは見れるような形

にしたいと考えております。 

香遠教育長 １年間。他に質疑等ありますか。どうぞ。 

加藤委員 はい。答えにくい質問もあったり、質問の意図が分かりにくい。特に私、

４番の方の６。15 ページの一番下ですが、学校には様々な立場の職員がいる

ことはその費用対効果を考えるとということで、本当にいろいろな職種で佐

渡市独自に、こころの教室相談員だとか、いろいろな人が行って独自にやっ

ているものもたくさんあるし、介助員等の制度もある、かなり人数的には入

れていますが、結局、質の問題のことをこの方は言いたいのだろうと思われ

ますが、費用対効果のもっと具体的な部分が分かるとまた動きやすいのにな

あと思いました。 

佐渡市として、いろいろな施策として、いろいろな人員配置をしているの

はたくさんあるようで、ＳＥＡとかですが、やっているなと思うのですが、

質といった時にどうかって部分、たぶんこの人は言いたいのかなと思ったり

もしたのですが。どんなものですかね。 

香遠教育長 渡邉課長 

渡邉学校教育

課長 

おそらくですが、個別具体の人のことをあげてこのように、全体がそうだ

というような感じでおっしゃられているのではないかと推測しています。た

だ、我々としては、いろいろな職種の方を学校に送り込んでおりまして、ス

クールサポートスタッフ、介助員、学習支援員、こういった方について送っ

ているのですが、我々が勝手に、この学校については一律何人とかそういう

形でやっているのではなくて、各学校長を通じてどの程度の支援が必要です

かとお伺いして、その人数をできるだけ人件費を確保して送っているという

つもりでいますので必要ない方は送っていないつもりです。 

また、人事評価というのも実は始まっておりまして、会計年度任用職員の

方についても年に２回、学校長、管理職の方から評価をいただいて、もし評

価が悪ければ、継続はないというような形も考えて今、動いていますので、

この部分については、全てがこのような形ではないというふうに考えていま

す。 

加藤委員 人事評価が必要だなとすごく感じることがあるので、そうやって動いてて

くれればね。はい。 

岩崎委員 すみません。 

香遠教育長 岩崎委員 
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岩崎委員 はい。この４番の方の５番のところですが、ＳＤＧｓという言葉が入って

ないということですが、私、学校現場で、先生方の方から、総合的な学習の

時間で課題解決のことで、よく相談を受けるのが、このＳＤＧｓなんですよ

ね。ＳＤＧｓを課題にすると、いろいろな課題に取組まなければならなくて、

範囲が広すぎて、とてもじゃないですが手に負えないというので、相談を受

けたことが２回くらいありますが、私は特に、そこまでこう掲げてというの

は、教育のところでは必要ないのかなと個人的には考えますし、ＳＤＧｓを

国際理解という部分で、子どもたちにも先生にもそうですし、荷が重いのか

なと感じます。以上です。 

香遠教育長 渡邉課長 

渡邉学校教育

課長 

あのＳＤＧｓも 17の目標で細かくすると 176だかになります。実はそれっ

て、飢餓をなくそうとか、すごくふわっとしていて、学校現場と何がつなが

っているのだろうかと、分かりにくい部分もあったりします。ただ、実はい

ろいろな事業がつながっていますというところを分かっていただければいい

かなと思っていて。ＳＤＧｓは１つのテクニックというか技術であって、そ

れを書く必要があるのかと。今、市報、佐渡市のプレスリリースについても、

全てＳＤＧｓのマーク。これはこういうことに関係していますとか、ホーム

ページのトップページに載せるとＳＤＧｓは、これとこれとこれに引っかか

る。環境とか特にそういう継続、持続、継続した社会づくりみたいなとこに

引っかかってくるかと思いますので、そういう考え方を学校の中で分かって

いただければ十分でありまして。それをあえてＳＤＧｓというのを、とくと

くとなかなか難しくなって、取っつきにくくなるのだろうなと思っています

ので、持続可能なというような目標を入れながら市は取り組んでいますので、

それで十分ではないかなと思っています。 

岩崎委員 いいですか。 

香遠教育長 どうぞ。 

岩崎委員 佐渡全体で見て、このＳＤＧｓが全項、佐渡の中で何を解決するかという

のが、やっぱり難しいのですよね。なので、それで良いと思います。よろし

くお願いします。 

香遠教育長 はい。ありがとうございました。以上で、報告事項６終わります。 

次に、報告事項７「その他」ですが、事務局から報告事項ありますか。 

事務局 ありません。 

香遠教育長 ないようですので、日程第 17「報告事項」はこれで終了します。 

日程第 18「次回会議の開催日」について、事務局の説明を求めます。 

香遠教育長 【次回の会議は、４月 23日（水）に定例会を開催したい旨を説明する。】 

以上で令和７年第３回佐渡市教育委員会定例会を閉会します。ありがとう

ございました。 

 午後４時 46分閉会  


